
関門若者ネクストチャレンジ補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、門司区及び関門エリアにおける地域課題解決を目的とした若者と

地域住民等の協働プロジェクトの実施に対し、「関門若者ネクストチャレンジ補助金」

（以下「補助金」という。）を交付することにより、地域課題に対する解決策を創出

し、地域活性化及び暮らしやすいまちづくりを推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「若者」とは、第８条に規定する交付申請日の属する年度

の４月１日の年齢が１５歳以上３０歳未満の者とする。 

２ この要綱において、「地域住民等」とは、門司区に居住する者並びに門司区におい

て活動する団体及び事業者等とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

（１）若者と地域住民等で構成される団体であること。 

（２）企画した活動に対し、責任を持って遂行できること。 

（３）特定の政党若しくは宗教又は公選の選挙の候補者の支持に関係のある団体でない

こと。 

（４）営利を主たる目的とした団体でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

（６）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（７）その他補助金を交付することが不適当と認める団体でないこと。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、地域課題解決型のプロジェクトであって、

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）門司区内で実施する事業であること 

（２）地域課題の解決に資する事業であること。 

（３）若者と地域住民等が協働して取り組む事業であること。 

（４）新たに実施する事業又は既存の取組を発展させた事業であること。 

（５）特定の施設や店舗などへの集客のみを目的とせず、地域活性化に資する事業であ

ること。 

 

（補助事業の実施期間） 

第５条 補助対象となる事業は、交付決定日から当該年度の３月３１日までの期間に実

施されるものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 市長は、第１条の目的の達成に資するため、第４条に掲げる要件を満たす補助

対象事業を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、第４条に規定する補助対象事業に要する経費全額とし、３０万円を

上限とする。 

３ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付対象経費は、別表に定める経費とし、補助対象事業の実施に直接

要するものに限る。 



（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」という。）は、市長

が別に定める日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

（３）収支予算書（様式第３号） 

（４）団体の構成員名簿（様式第４号） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第９条 前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織（市の機関等の使用に係る電子計

算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。）を使用して申請を行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うもの

として規定した前条に規定する書面等により行われたものとみなす。 

３ 第１項の規定により行われた申請等については、同項の市の機関等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該市の機関等に到達した

ものとみなす。 

 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、補助金交付申請書等の内容を審査し、必要な場合は、外部有識者等

の意見を聞いたうえで、補助金交付の可否及び補助金の額を決定する。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書（様式第

５号）により申請団体に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い方法） 

第１１条 この要綱に定める補助金については、補助対象事業の円滑な遂行を図るため、

必要があると認められるときは、補助対象事業の完了前に前条第２項に基づき決定さ

れた補助金の額の範囲内で概算払いすることができる。 

 

（変更又は中止の申請） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた団体（以下「交付団体」という。）は、補助金の

交付決定通知後において、当該事業計画の内容を変更し、又は中止しようとするとき

は、速やかに補助金交付変更（中止）承認申請書（様式第６号）を提出して市長の承

認を得なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めるときはこの限りではな

い。 

２ 前項の規定による変更又は中止の承認申請があった場合、市長は決定の内容を審査

し、その旨を補助金交付変更（中止）決定通知書（様式第７号）により申請者に通知

するものとする。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１３条 市長は、交付団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）第３条に規定する補助対象者に該当しないことが判明したとき。 

（２）補助対象事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。 

（３）補助対象事業が、事業の目的に沿わなくなったとき。 

（４）補助金を他の用途に使用したとき。 

（５）その他市長が適当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により交付団体が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場

合に生じた損害については、市は、その賠償の責任を負わない。 

 



（実績報告） 

第１４条 交付団体は補助対象事業が完了したときは、その日から２０日以内に次の書

類を市長に提出しなければならない。 

（１）実績報告書（様式第８号） 

（２）活動報告書（様式第９号） 

（３）収支決算報告書（様式第１０号） 

（４）領収書等補助対象経費を支払ったことを証する書類 

（５）写真、チラシ、パンフレット等活動の実施について確認の参考となる書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査及び必要

に応じて行う現場確認検査等を行い、補助金の額を確定するものとする。 

２ 市長は前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金額の確定通

知書（様式第１１号）により交付団体に通知する。 

 

（補助金等の返還） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて、既に交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）補助金等の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額が確定した補助

金等の額を超えるとき。 

（２）補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に

補助金等が交付されているとき。 

（３）前二号に定めるもののほか、補助金の交付目的に反して補助金を使用したと認め

られるとき、その他市長が補助金の返還を必要と認めるとき。 

２ 交付団体は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかに市長へ

返還しなければならない。 

 

（北九州市補助金等交付規則との関係） 

第１７条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北九州市補助金等

交付規則（昭和４１年北九州市規則第２７号）の定めるところによる。 

 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に門司

区長が定める。 

 

 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表 

 

関門若者ネクストチャレンジ補助金交付対象経費 

 

 補助金の交付対象経費は、補助対象事業の実施に直接要した経費とし、下記のとおり

とする。 

 

項目 内容 

報償費 講師や通訳など外部の専門家に対する謝礼等 

旅費・交通費 交通費や出張旅費等 

委託費 
ホームページの作成や会場テントの設営等、事業の一部を他に委

託するための費用 

消耗品・材料費 事務消耗品、材料、書籍等の購入費等 

印刷製本費 ポスター、パンフレット等のコピー、印刷代等 

使用料 会場借上料、車両・機器等の賃借料等 

役務費 郵便代、宅配便代、保険料、クリーニング代、振込手数料等 

その他 その他事業実施に必要な経費で市が特に認めるもの 

 

 以下の経費については、補助金の交付対象経費としない。 

（１）団体の構成員に対する給与、賃金、謝礼等の経費 

（２）事務所賃貸料、事務機器のリース料、通信費、光熱水費等団体の経常的な活動に

係る経費 

（３）事業の企画、運営など活動の中心部分の委託に係る経費 

（４）飲食を主目的とする経費 

（５）机・椅子・事務機器等、事務所用備品の購入経費 

（６）領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費 

（７）その他市長が適当でないと認める経費 


